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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 
第21期 

第３四半期累計期間 
第20期 

会計期間 
自 2020年４月１日 

至 2020年12月31日 

自 2019年４月１日 

至 2020年３月31日 

売上高 （千円） 50,120 85,759 

経常損失（△） （千円） △287,533 △834,362 

四半期（当期）純損失（△） （千円） △288,978 △841,731 

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － 

資本金 （千円） 604,000 799,970 

発行済株式総数 （株） 8,386,400 6,146,400 

 普通株式  2,561,100 6,146,400 

 Ａ種優先株式  3,585,300  

 Ｂ種優先株式  2,240,000  

純資産額 （千円） 1,207,951 485,889 

総資産額 （千円） 1,306,985 547,889 

１株当たり四半期（当期）純損失

（△） 
（円） △44.15 △136.95 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益 
（円） － － 

１株当たり配当額 （円） － － 

自己資本比率 （％） 92.2 88.7 

  

回次 
第21期 

第３四半期会計期間 

会計期間 
自 2020年10月１日 

至 2020年12月31日 

１株当たり四半期純損失（△） （円） △13.76 

 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので、また、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載し

ておりません。 

５．１株当たり配当額については、無配のため、記載しておりません。 

６．第21期第３四半期累計期間の四半期財務諸表並びに第20期の財務諸表については、株式会社東京証券取引所の

有価証券上場規程第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に準じて、有限責

任 あずさ監査法人により四半期レビュー及び監査を受けております。  
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７．当社は、2019年12月10日開催の株主総会決議により、2019年12月11日付で発行可能株式総数を800,000株に変

更の上、普通株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。第20期の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、１株当たり四半期（当期）純損失を算定しております。 

 

２【事業の内容】 

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会

社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】 

１【事業等のリスク】 

当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において、当社が判断したものであります。 

 

（１）経営成績の状況 

当第３四半期累計期間における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって依然として厳しい状況に

あります。国内では持ち直しの傾向も見られましたが、世界各国でも感染症拡大は継続しており、景気の先行きは

不透明な状況で推移しました。 

このような状況下、当社におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上高は減少しましたが、

改善の兆しも見られました。治験については、一時的な遅れが生じたものの、影響は限定的となり、順調に進捗し

ております。 

各領域における当第３四半期累計期間の事業活動の概況は次のとおりです。 

①  創薬 

 当社の効率的な抗体取得プラットフォームを活用して、アンメット・メディカル・ニーズを満たすべく、

主にがん領域で抗体開発を進めております。シーズ探索で得られた候補抗体のうち、多面的な検討から先

ず選別された GPC3、CDH3、トランスフェリン受容体(TfR)を標的とした３つの抗体の開発を進めているほか、

これに続く多くの候補抗体が研究開発段階にあります。当社の主要パイプラインの開発状況は次のとおり

です。 

a. PPMX-T001 

PPMX-T001 は、肝臓がんで高い発現率が見られる GPC3 を標的としています。2006 年に特許を受ける権利

等を譲渡した中外製薬株式会社によって、肝臓がん等治療薬として「GC33」及び「ERY974」という２種類の

異なった形態での薬剤開発が進められています。GC33 は、単剤では臨床薬理効果は示せませんでしたが、

免疫療法薬のアテゾリズマブとの併用による第Ⅰ相試験では、患者での有効性が確認されたことが学会で発

表されています。ERY974(抗 GPC3-抗 CD3)は、２つの標的に同時に結合することができるバイスペシフィッ

ク抗体で、2016 年に米国及び欧州で開始された第Ⅰ相試験が 2019 年８月に終了し、現在は国内で第Ⅰ相試

験が進められています。 

b. PPMX-T002 

PPMX-T002 は細胞間接着因子と考えられている CDH3 を標的としています。2011 年に当社と実施許諾契約

を締結した富士フイルム株式会社（以下富士フイルム）によって、放射性同位体（RI）を標識した抗がん剤

として開発が進められています。進行性固形がん患者に対して、富士フイルムが米国で行った第Ⅰ相試験の

結果、PPMX-T002 が、投与された患者のがん組織に集積することが認められたほか、一部症例においては腫

瘍の縮小が確認されました。現在は第Ⅰ相試験を拡大し、 大耐容用量で症例数を増やして、日本の厚生労

働省の定める第Ⅱ相試験相当が行われています。 

さらに、現在、富士フイルム富山化学株式会社により、国内での第Ⅰ相試験も進められています。 

c. PPMX-T003 

PPMX-T003 は、当社独自のスクリーニング技術である ICOS 法を用いて取得したユニークな完全ヒト抗体

であり、TfR を標的としております。TfR は細胞内への鉄の取り込みに関与しており、がん細胞に多く発現

します。当社の PPMX-T003 は、TfR に結合し、がん細胞内への鉄の取り込みを阻害することで、強力な抗腫

瘍効果を発揮します。当社は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発成果 適展開支援プロ

グラムの支援を受けて、サルを用いた非臨床毒性試験を完了した後、自社での企業治験に切り替え、血液が

んの一種である真性多血症治療薬の開発を目指し、健常人での安全性を確認するため、2019 年 11 月に国内

で第 I相試験を開始しました。新型コロナウイルス感染症の拡大により、一時的に治験が中断されましたが、

その後再開され、順調に進捗しております。 

また、真性多血症、急性骨髄性白血病、悪性リンパ腫等の血液がん及び固形がんの治療薬としての作用機

序を明確化するため、順天堂大学、名古屋大学、藤田医科大学、群馬大学と共同で臨床効果に関する創薬研

究を推進しております。 

d. PPMX-T004 

PPMX-T004 は、PPMX-T002 と同じ CDH3 を標的としており、薬物を標識した抗体薬物複合体(ADC)です。ADC

は抗体に標識した薬物を細胞内に取り込ませることで、対象とした細胞を特異的に殺傷することができるた

め、患者自身の免疫機能の状態に関わらず高い臨床効果が期待できます。また、RI を使用していないため、

使用する設備の制約も受けません。本抗体は 2015 年 9 月に富士フイルムに導出しておりますが、同社との

契約により、開発状況は開示しておりません。 
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② 抗体研究支援 

       当第３四半期累計期間において、複数の抗体研究を受託しております。 

③ 抗体・試薬販売 

 研究用抗体・試薬の販売は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて落ち込みましたが、改善の兆しが

見えております。また、新型コロナウイルス感染症による肺炎等の重症化予測診断薬としての活用も検討し

ております。 

この結果、当第３四半期累計期間における売上高は 50,120 千円、営業損失は 288,073 千円、経常損失は

287,533 千円、四半期純損失は 288,978 千円となりました。経営成績の分析については、次のとおりです。 

(売上高) 

当第３四半期累計期間における売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、50,120 千円となりまし

た。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により研究機関の研究活動が停滞したためと考えております。 

(売上原価、売上総利益) 

当第３四半期累計期間の売上原価は、抗体研究支援における研究受託の減少及び研究用抗体・試薬販売の減少

により2,071千円となりました。この結果、当第３四半期累計期間の売上総利益は、48,048千円となりました。 

(販売費及び一般管理費、営業損失、経常損失、四半期純損失) 

当第３四半期累計期間の販売費及び一般管理費は、336,121 千円となりました。販売費及び一般管理費の減少

の主な要因は、研究開発費を押し上げる要因であった治験薬の製造が前年度で終了したことであり、研究開発費

は 214,261 千円となりました。 

この結果、営業損失は、288,073 千円となりました。 

(営業外収益、営業外費用、経常損失) 

当第３四半期累計期間の営業外収益は、11,139 千円となりました。主なものは、新型コロナ感染症関連の助

成金収入 11,040 千円であります。 

当第３四半期累計期間の営業外費用は、10,600 千円となりました。主なものは、第三者割当増資に係る支払

手数料 4,433 千円及び租税公課 3,527 千円であります。 

この結果、経常損失は、287,533 千円となりました。 

(特別利益、特別損失、当期純損失) 

当第３四半期累計期間の特別利益及び特別損失の計上はありません。 

これらの結果を受け、当第３四半期累計期間の四半期純損失は、288,978 千円となりました。 

なお、セグメントの業績については、当社の事業セグメントは医薬品事業のみの単一セグメントであるため、

記載を省略しております。 

  

（２）財政状態の状況 

（資産） 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ 759,096 千円増加し、1,306,985 千円となりました。 

主な要因は、当第３四半期に第三者割当増資を実施したことにより、現金及び預金が 764,718 千円増加したこと

であります。 

 

（負債） 

当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ 37,035 千円増加し、99,034 千円となりました。 

主な要因は、PPMX-T003 の健常人の第Ⅰ相試験を実施している病院に対する未払金が増加したことにより未払金

が 32,457 千円増加したことであります。 

 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ 722,061 千円増加し、1,207,951 千円となりました。 

第２四半期に欠損填補のための減資を行い、資本金が 699,970 千円、資本剰余金が 671,280 千円それぞれ減少し

ましたが、当第３四半期に第三者割当増資を行い、資本金が 504,000 千円、資本剰余金が 504,000 千円それぞれ

増加し、その結果、資本金が 604,000 千円、資本剰余金が 889,889 千円となりました。利益剰余金は、第２四半

期の減資により 1,371,250 千円の欠損を填補し、△288,978 千円となりました。また、当第３四半期に有償新株

予約権を発行し、新株予約権が 3,040 千円となりました。 

 

（３）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 

新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析」中の重要な会計方針及び見積りに記載した会計上の見積り及び当該見積りに用いた

仮定の記載について重要な変更はありません。 

 

（４）経営方針・経営戦略等 

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。 

 

（５）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 
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（６）研究開発活動 

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、214,261千円であります。 

なお、当第３四半期累計期間において、当社の主な研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

 

３【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 18,174,700 

Ａ種優先株式 3,585,300 

Ｂ種優先株式 2,240,000 

計 24,000,000 

（注）１．2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、新たな株式の

種類としてＡ種優先株式及びＢ種優先株式を追加し、以下のとおり各種類の発行可能種類株式総数を規定しま

した。 

普通株式      18,174,700株 

Ａ種優先株式     3,585,300株 

Ｂ種優先株式     2,240,000株 

２．2021年３月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年３月10日付でＡ種優先株式及びＢ種優先株式に関す

る定款の定めが廃止され、発行可能株式総数は普通株式のみの24,000,000株となっております。 

 

②【発行済株式】 

種類 

第３四半期会計期間末現

在発行数（株） 

（2020年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 

（2021年５月19日） 

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名 

内容 

普通株式 2,561,100 8,386,400 非上場 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

ります。 

Ａ種優先株式 3,585,300 － 非上場 （注）１、３、４、５

Ｂ種優先株式 2,240,000 － 非上場 （注）２、３、４，５

計 8,386,400 8,386,400 － － 

（注）１．2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、発行済普通

株式の一部3,585,300株をＡ種優先株式に変更しております。 

２．2020年11月10日及び2020年11月30日を払込期日とする第三者割当増資による新株式(Ｂ種優先株式)の発行によ

り、Ｂ種優先株式が2,240,000株増加し、発行済株式総数が8,386,400株に増加しております。 

３．当社におけるすべての種類株式について、会社法第 322 条第２項に規定する定款の定めはありません。 

４．Ａ種優先株式とＢ種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

Ⅰ 残余財産の分配 

1. 当会社は、残余財産を分配するときは、株主名簿に記載され又は記録された B 種優先株式の保有者（以下

「B 種優先株主」という。）又は B 種優先株式の登録株式質権者（以下「B 種優先登録質権者」という。）

に対し、株主名簿に記載又は記録された A 種優先株式の保有者（以下「A 種優先株主」という。）又は A 種

優先株式の登録株式質権者（以下「A 種優先登録質権者」という。）及び普通株式の保有者（以下「普通株

主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、B 種優先株

式 1株につき、金 450 円（以下「B種優先分配額」という。）を分配する。 

2. B 種優先分配額の全額が支払われた後に、残余財産があるときは、A 種優先株主又は A 種優先登録株式質権

者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及び B 種優先株主又は B 種優先登録株式質権者に先立ち、A 種

優先株式 1株につき金 391 円（以下「A種優先分配額」という。）を分配する。 

3. B 種優先分配額、および A 種優先分配額の全額が支払われた後に、普通株主又は普通登録株式質権者に対し

て残余財産の分配をする場合には、B 種優先株主又は B 種優先登録株式質権者には、B 種優先株式 1 株当た

り、普通株式１株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産に、その時点における B 種優先転換比率（Ⅱ2

に定められる。）を乗じて得られる額の分配を、A 種優先株主又は A 種優先登録株式質権者には、A 種優先

株式 1 株当たり、普通株式 1 株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産に、その時点における A 種優先転

換比率（Ⅱ1に定められる。）を乗じて得られる額の分配をする。 
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4. A 種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。 

(1) A 種優先株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、A 種優先分配額は以下のとおり調整され

る。なお、「分割・併合・無償割当ての比率」とは、株式の分割、併合又は無償割当て後の発行済株式

総数（自己株式を除く。）を株式の分割、併合又は無償割当て前の発行済株式総数（自己株式を除く。）

で除した数を意味するものとし、以下同じとする。 

                                  1 

     調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ─────────────── 

                           分割・併合・無償割当ての比率 

(2) A 種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。）を行った

ときは、A 種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行 A 種優先株式数」から

は、当該発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（A 種優先株式のみ）の数を除外する

ものとし、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行 A 種優先株式数」は「処分する自己株式（A

種優先株式）の数」と読み替えるものとする。 

       既発行 A種   当該調整    新発行 A種   1 株当たり 

       優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額 

調整後分配額 ＝ ────────────────────────── 

         既発行 A種優先株式数 ＋ 新発行 A種優先株式数 

(3) 第 1 号及び第 2号における調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

5. B 種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。 

(1) B 種優先株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、B 種優先分配額は以下のとおり調整され

る。なお、「分割・併合・無償割当ての比率」とは、株式の分割、併合又は無償割当て後の発行済株式

総数（自己株式を除く。）を株式の分割、併合又は無償割当て前の発行済株式総数（自己株式を除く。）

で除した数を意味するものとし、以下同じとする。 

 

                                  1 

     調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ─────────────── 

                           分割・併合・無償割当ての比率 

(2) B 種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。）を行った

ときは、B 種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行 B 種優先株式数」から

は、当該発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（B 種優先株式のみ）の数を除外する

ものとし、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行 B 種優先株式数」は「処分する自己株式（B

種優先株式）の数」と読み替えるものとする。 

             既発行 B種   当該調整    新発行 B種   1 株当たり 

             優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額 

調整後分配額 ＝ ────────────────────────── 

               既発行 B種優先株式数 ＋ 新発行 B種優先株式数 

(3)第 1 号及び第 2号における調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権 

1. A 種優先株主は、A種優先株主となった時点以降いつでも、保有する A種優先株式の全部又は一部につき、

当会社が A 種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権

利（以下「A種取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。 

(1) A 種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数 

A種優先株式1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下「A種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる A 種取得請求権の行使により各 A 種優先株主に対して交付される普通株式の

数につき 1株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。 

                 A 種優先株式の基準価額 

A 種取得比率 ＝ ─────────────── 

                  取得価額 
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(2) 上記(1)の A 種優先株式の基準価額（以下「A 種基準価額」という。）及び取得価額（以下「A 種取得価

額」という。）は、391 円とする。 

2. B 種優先株主は、B種優先株主となった時点以降いつでも、保有する B種優先株式の全部又は一部につき、

当会社が B 種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権

利（以下「B種取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。 

(1) B 種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数 

B種優先株式1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下「B種取得比率」という。）

は次のとおりとする。かかる B 種取得請求権の行使により各 B 種優先株主に対して交付される普通株式の

数につき 1株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。 

                 B 種優先株式の基準価額 

B 種取得比率 ＝ ─────────────── 

                  取得価額 

(2) 上記(1)の B 種優先株式の基準価額（以下「B種基準価額」という。）及び取得価額（以下「B種取得価

額」という。）は、450 円とする。 

Ⅲ 取得価額等の調整 

1.「Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権」の第 1 項に定める A 種基準価額及び A 種取得価額は、以下の定

めにより調整される。 

(1) 株式等の発行又は処分に伴う調整 

A 種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生

じる可能性がある場合は、A 種取得価額を、下記に定める調整式に基づき調整する。調整額の算定上発生

した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

①調整前の A 種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割

当てによる場合、A 種取得請求権の行使その他潜在株式等（下記②において定義する。）の取得原因

（下記②において定義する。）の発生による場合を除く。調整後の A 種取得価額は、募集又は割当ての

ための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社法

第 209 条第 1項第 2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降にこれを適用する。 

②調整前の A 種取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又

は処分する場合（無償割当てを含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は

一部の発生による場合を除く。）。調整後の A 種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場

合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第 209 条第 1 項第 2 号

が適用される場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したもの

とみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。なお、上記における「潜在株式等」、「取得

原因」及び「潜在株式等取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。 

「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その

保有者若しくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴

う証券又は権利（A 種優先株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は事由を通じて普通株

式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会社の

請求又は一定の事由を意味する。 

「潜在株式等取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生

を通じて負担すべき金額を意味する。 

                 既発行   当該調整前      新発行   1 株当たり 

                 株式数 × A 種取得価額  ＋ 株式数 × 払込金額 

調整後 A種取得価額 ＝ ───────────────────────── 

                      既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の A 種取得価額を適用する日の前日におけ

る、(i)当会社の発行済普通株式数（自己株式を除く。）と、(ii)発行済取得請求権付株式又は取得条項

付株式（当会社の普通株式を交付する旨の定めがあるものに限り、当会社の保有するものを除く。）の全

てにつき取得原因が当該日において発生したとみなしたときに交付される普通株式数との合計数を意味す

るものとする（但し、当該調整の事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目

的たる普通株式の数は算入しない。）。 
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当会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上

記の調整式で使用する「新発行株式数」は「処分する株式数」と読み替えるものとする。 

当会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使

用する「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1 株当たり

払込金額」とは、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当て（株式無

償割当てを除く。）により行われる場合は、「Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権」に定める A 種基

準価額も、A 種取得価額と同様に調整されるものとする。また、かかる発行又は処分が実質的に株主に対

する割当ての目的で形式上株主割当て又は無償割当て以外の手続により行われる場合も、当会社の取締役

会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決定）に基づき A 種優先株式の基準価額も同様に調

整されるものとする。 

上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、(i)A 種優先株式の発行済株式総数の 50％以上を有す

る A 種優先株主が書面により調整しないことに同意した場合、又は(ii)当会社がストックオプション目的

で当会社の取締役、監査役、従業員、社外アドバイザー等に対して新株予約権を発行する場合（但し、新

株予約権の 1 株当たりの行使価額が、当該新株予約権の目的たる株式の時価として合理的に認められる金

額以上である場合に限る。）には行われない。 

(2) 株式の分割又は併合による調整 

A 種優先株式発行後、株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、A 種取得価額は以下の調整式に

基づき調整される。調整後の A 種取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（割

当てのための基準日がある場合はその日）の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上

発生した 1 円未満の端数は切り捨てるものとする。また、この場合 A 種基準価額も、A 種取得価額と同様

に調整されるものとする。 

                                    1 

調整後 A種取得価額 ＝ 当該調整前 A種取得価額 × ─────────────── 

                             分割・併合・無償割当ての比率 

(3) その他の調整 

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は取締役会の決議に基づき、合理的な範

囲において A種取得価額及び／又は A種基準価額の調整を行うものとする。 

①資本減少、時価を超える価格での普通株式若しくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、

株式移転又は株式交換のために A種取得価額の調整を必要とする場合。 

②潜在株式等にかかる第 1 号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。 

③上記のほか、当会社の普通株式の価値に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって

A 種取得価額の調整が必要であると取締役会が合理的に判断する場合。 

2.前項の規定は、「Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権」の第 2 項に定める B 種基準価額及び B 種取得価

額の調整に関しても準用するものとし、この場合において「A 種」とあるのは、「B 種」と読み替えるもの

とする。 

 

Ⅳ 普通株式と引換えにする取得 

当会社は、A 種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式公開」

という。）の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式公開に関する主幹事の金融商品取引業者から要

請を受けた場合には、取締役会の定める日をもって、発行済の A 種優先株式及び B 種優先株式の全部を取得し、

引換えに A 種優先株主及び B 種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべ

き普通株式の内容、数その他の条件については、「Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権」及び「Ⅲ 取得

価額等の調整」の定めを準用する。但し、A 種優先株主及び B 種優先株主に交付される普通株式の数に 1 株に

満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第 234 条に従うものとする。 

Ⅴ 議決権 

1.A 種優先株主は、当会社株主総会及び A 種優先株主を構成員とする種類株主総会において、A 種優先株式 1

株につき 1個の議決権を有する。 

2.B 種優先株主は、当会社株主総会及び B 種優先株主を構成員とする種類株主総会において、B 種優先株式 1

株につき 1個の議決権を有する。 
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Ⅵ 株式の分割、併合及び株主割当て等 

1.当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同一割合でこれを行う。 

2.当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本「Ⅵ 

株式の分割、併合及び株主割当て等」において同じ。）の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式

又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A 種優先株主には A 種優先株式又は A 種優先株式を

目的とする新株予約権の無償割当てを、B 種優先株主には B 種優先株式又は B 種優先株式を目的とする新株

予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行うものとする。 

3.当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、

普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A 種優先株主には A

種優先株式又は A 種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B 種優先株主には B 種優先

株式又は B 種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。 

５．2021 年２月 22 日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得

条項に基づき取得することを決議し、2021 年３月 10 日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交

付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式は、2021 年３月 10 日付で会社法第 178

条に基づきすべて消却しております。これにより、発行済株式総数は、普通株式 8,386,400 株となりました。 

６．2020 年 10 月 13 日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020 年 10 月 13 日付で定款の一部変更を行い、単元株

制度を廃止しましたが、2021 年３月 10 日開催の臨時株主総会決議に基づき 2021 年３月 10 日付で定款の一部

変更を行い、単元株式数を 100 株とする単元株制度を採用しております。 

 

（２）【新株予約権等の状況】 

①【ストックオプション制度の内容】 

 当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 

(a) 第23回新株予約権（2020年10月13日臨時株主総会決議に基づく2020年10月13日取締役会決議） 

決議年月日 2020年10月13日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 ２ 

新株予約権の数（個）※ 1,965 （注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 196,500 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 391 （注）２ 

新株予約権の行使期間※ 
自 2020年10月14日  

至 2030年10月13日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※ 

発行価格   399.80 

資本組入額   199.90 

新株予約権の行使の条件※ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項※ 
新株予約権について、譲渡、担保権の設定、その他一

切の処分をすることができない。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）４ 

※ 新株予約権の発行時（2020 年 10 月 14 日）における内容を記載しております。 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であり、新株予約権１個につ

き880円で有償発行しております。 

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨て

る。 

調整後株式数＝ 調整前株式数× 分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他

やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものと

する。 

２．当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円

未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝ 調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 
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また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行

使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。 

調整後 
行使価額

＝ 
既発行
株式数

× 調整前 
行使価額

＋ 新規発行
株式数 × １株当たり

払込金額 

既発行株式数  ＋  新規発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新

設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額

は、合理的な範囲で調整されるものとする。 

 

３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において

次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することがで

きない。 

ａ．行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第

３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。 

 

ｂ．本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により

当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。 

ｃ．本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当

該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。 

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

③ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

④ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、

顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職し

た場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、

取締役会が認めた場合は、この限りではない。 

４．当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を

総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する

新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に

基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予

約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、

吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定め

た場合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じ

て決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 
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⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑨ 新株予約権の取得事由 

以下に準じて決定する。 

ａ．新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社

となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することがで

きる。 

 

ｂ．新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新

株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができ

る。 

 

(b) 第24回新株予約権（2020年10月13日臨時株主総会決議に基づく2020年10月13日取締役会決議） 

決議年月日 2020年10月13日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役 ３ 

当社従業員 ４ 

新株予約権の数（個）※ 596 （注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 59,600 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 391 （注）２ 

新株予約権の行使期間※ 
自 2022年10月14日 

至 2030年10月13日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※ 

発行価格   391 

資本組入額   195.50 

新株予約権の行使の条件※ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項※ 
新株予約権について、譲渡、担保権の設定、その他一

切の処分をすることができない。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）４ 

※ 新株予約権の発行時（2020 年 10 月 14 日）における内容を記載しております。 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。 

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨て

る。 

調整後株式数＝ 調整前株式数× 分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他

やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものと

する。 

２．当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円

未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝ 調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行

使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。 

調整後 
行使価額

＝ 
既発行
株式数

× 調整前 
行使価額

＋ 新規発行
株式数 × １株当たり

払込金額 

既発行株式数  ＋  新規発行株式数 
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上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新

設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額

は、合理的な範囲で調整されるものとする。 

 

３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社また

は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、

新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認

めた場合は、この限りではない。 

② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後

６ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得

た場合はこの限りではない。 

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、

取締役会が認めた場合は、この限りではない。 

 

４．当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を

総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する

新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新

株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する

旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお

いて定めた場合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じ

て決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑨ 新株予約権の取得事由 

以下に準じて決定する。 

ａ．新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社

となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することがで

きる。 

ｂ．新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新

株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができ

る。 
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(c) 第25回新株予約権（2020年12月17日臨時株主総会決議に基づく2020年12月17日取締役会決議） 

決議年月日 2020年12月17日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 ４ 

新株予約権の数（個）※ 1,490 （注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 149,000 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 391 （注）２ 

新株予約権の行使期間※ 
自 2020年12月18日 

 至 2030年12月17日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※ 

発行価格   399.80 

資本組入額   199.90 

新株予約権の行使の条件※ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項※ 
新株予約権について、譲渡、担保権の設定、その他一

切の処分をすることができない。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）４ 

※ 新株予約権の発行時（2020 年 12 月 18 日）における内容を記載しております。 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であり、新株予約権１個につ

き880円で有償発行しております。 

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨て

る。 

調整後株式数＝ 調整前株式数× 分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他

やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものと

する。 

２．当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１

円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝ 調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行

使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。 

調整後 
行使価額

＝ 
既発行
株式数

× 調整前 
行使価額

＋ 新規発行
株式数 × １株当たり

払込金額 

既発行株式数  ＋  新規発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分

割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行

使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において

次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することがで

きない。 

ａ．行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第

３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。 

ｂ．本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により

当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。 

ｃ．本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当

該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。 
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② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

③ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

④ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、

顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職し

た場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、

取締役会が認めた場合は、この限りではない。 

４．当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を

総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する

新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新

株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する

旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお

いて定めた場合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じ

て決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑨ 新株予約権の取得事由 

以下に準じて決定する。 

ａ．新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社

となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することがで

きる。 

ｂ．新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新

株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができ

る。 
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(d) 第26回新株予約権（2020年12月17日臨時株主総会決議に基づく2020年12月17日取締役会決議） 

決議年月日 2020年12月17日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役 ３ 

当社従業員 18 

新株予約権の数（個）※ 750 （注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 75,000 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 391 （注）２ 

新株予約権の行使期間※ 自 2022年12月18日 至 2030年12月17日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※ 

発行価格   391 

資本組入額   195.50 

新株予約権の行使の条件※ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項※ 
新株予約権について、譲渡、担保権の設定、その他一

切の処分をすることができない。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）４ 

※ 新株予約権の発行時（2020 年 12 月 18 日）における内容を記載しております。 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。 

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨て

る。 

調整後株式数＝ 調整前株式数× 分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその

他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるも

のとする。 

２．当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１

円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝ 調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行

使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。 

調整後 
行使価額

＝ 
既発行
株式数

× 調整前 
行使価額

＋ 新規発行
株式数 × １株当たり

払込金額 

既発行株式数  ＋  新規発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新

設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額

は、合理的な範囲で調整されるものとする。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社また

は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、

新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認

めた場合は、この限りではない。 

② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後

６ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得

た場合はこの限りではない。 

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、

取締役会が認めた場合は、この限りではない。 
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４．当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を

総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する

新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新

株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する

旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお

いて定めた場合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じ

て決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。 

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑨ 新株予約権の取得事由 

以下に準じて決定する。 

ａ．新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社

となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決

議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することがで

きる。 

ｂ．新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新

株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができ

る。 

 

②【その他の新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

 該当事項はありません。 
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 

発行済株式総

数増減数 

（株） 

発行済株式総

数残高（株） 

資本金増減額 

（千円） 

資本金残高 

（千円） 

資本準備金増

減額 

（千円） 

資本準備金残

高（千円） 

2020年10月13日（注）1 

普通株式 

△3,585,300 

Ａ種優先株式 

3,585,300 

普通株式 

2,561,100 

Ａ種優先株式 

3,585,300 

－ 100,000 － 385,889 

2020年11月10日（注）２ 
Ｂ種優先株式 

1,910,800 

普通株式 

2,561,100 

Ａ種優先株式 

3,585,300 

Ｂ種優先株式 

1,910,800 

429,930 529,930 429,930 815,819 

2020年11月30日（注）３ 
Ｂ種優先株式 

329,200 

普通株式 

2,561,100 

Ａ種優先株式 

3,585,300 

Ｂ種優先株式 

2,240,000 

74,070 604,000 74,070 889,889 

（注）１．2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、発行済普通株

式の一部3,585,300株をＡ種優先株式に変更しております。 

保有者  NVCC８号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社 

富士フイルム株式会社 

イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エ

ンジン株式会社 

みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 

三菱UFJキャピタル株式会社 

SMBCベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピ

タル株式会社 

２．2020年11月10日を払込期日とする第三者割当増資による新株式(Ｂ種優先株式)の発行により、Ｂ種優先株式が

1,910,800株増加し、発行済株式総数が8,057,200株に増加しております。 

発行価格              450円 

資本組入額             225円 

割当先  DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DBJキャピタル株式会社 

SBI４&５投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 

エムスリー株式会社 

イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 無限責任組合員 京都大学イノベーションキャ

ピタル株式会社 

アクシル・ライフサイエンス＆ヘルスケアファンド１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 

アクシル・キャピタル・パートナーズ有限責任事業組合 

GA３号投資組合 

GA４号投資組合 

３．2020年11月30日を払込期日とする第三者割当増資による新株式(Ｂ種優先株式)の発行により、Ｂ種優先株式が

329,200株増加し、発行済株式総数が8,386,400株に増加しております。 

発行価格            450円 

資本組入額           225円 

割当先  Newton Biocapital I Pricaf privée SA 
４．2021年２月22日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条

項に基づき取得することを決議し、2021年３月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付し

ております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式は、2021年３月10日付で会社法第178条に基

づきすべて消却しております。これにより、発行済株式総数は、普通株式8,386,400株となりました。 
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（５）【大株主の状況】 

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

 

（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

2020年12月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等）     － － － 

完全議決権株式（その他） 

普通株式  

2,561,100 

Ａ種優先株式 

3,585,300 

Ｂ種優先株式 

2,240,000 

8,386,400 

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 8,386,400 － － 

総株主の議決権 － 8,386,400 － 

（注）１．2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、発行済普通株

式の一部3,585,300株をＡ種優先株式に変更しております。 

２．2020年11月10日及び2020年11月30日を払込期日とする第三者割当増資による新株式(Ｂ種優先株式)の発行によ

り、Ｂ種優先株式が2,240,000株増加し、発行済株式総数が8,386,400株に増加しております。 

３．2021年２月22日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条

項に基づき取得することを決議し、2021年３月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付し

ております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式は、2021年３月10日付で会社法第178条に基

づきすべて消却しております。これにより、発行済株式総数は、普通株式8,386,400株となりました。 

４．2020 年 10 月 13 日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020 年 10 月 13 日付で定款の一部変更を行い、単元株

制度を廃止しましたが、2021 年３月 10 日開催の臨時株主総会決議に基づき 2021 年３月 10 日付で定款の一部

変更を行い、単元株式数を 100 株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、提出日現在において、

完全議決権株式（その他）の株式数は、普通株式 8,386,300 株、単元未満株式の株式数は 100 株、発行済株式

総数の株式数は、6,146,400 株、総株主の議決権の議決権は、83,863 個となっております。 

 

②【自己株式等】 

2020年12月31日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有

株式数（株） 

他人名義所有

株式数（株） 

所有株式数の

合計（株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％) 

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【役員の状況】 

該当事項はありません。 
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第４【経理の状況】 

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条

の２第１項の規定に準じて、第３四半期会計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）及び第３四半期累計期

間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四

半期レビューを受けております。 

 

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 

 

４． 初に提出する四半期報告書の記載上の特例 

 当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。 
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１【四半期財務諸表】 

（１）【四半期貸借対照表】 

  （単位：千円）

 
前事業年度 

（2020年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（2020年12月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 482,464 1,247,183 

売掛金 9,834 10,959 

製品 882 907 

貯蔵品 1,598 1,203 

前渡金 10,770 7,896 

前払費用 4,773 12,749 

未収消費税 27,497 13,882 

その他 343 2,477 

流動資産合計 538,165 1,297,261 

固定資産   

有形固定資産 0 0 

無形固定資産 0 0 

投資その他の資産 9,724 9,724 

固定資産合計 9,724 9,724 

資産合計 547,889 1,306,985 

負債の部   

流動負債   

未払金 46,664 79,121 

未払費用 6,608 17,730 

預り金 1,660 1,829 

未払法人税等 7,066 352 

流動負債合計 61,999 99,034 

負債合計 61,999 99,034 

純資産の部   

株主資本   

資本金 799,970 604,000 

資本剰余金 1,057,170 889,889 

利益剰余金 △1,371,250 △288,978 

株主資本合計 485,889 1,204,910 

新株予約権 － 3,040 

純資産合計 485,889 1,207,951 

負債純資産合計 547,889 1,306,985 
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（２）【四半期損益計算書】 

【第３四半期累計期間】 

 （単位：千円）

 

当第３四半期累計期間 

（自 2020年４月１日 

 至 2020年12月31日） 

売上高 50,120 

売上原価 2,071 

売上総利益 48,048 

販売費及び一般管理費  

研究開発費 214,261 

その他 121,859 

販売費及び一般管理費合計 336,121 

営業損失（△） △288,073 

営業外収益  

受取利息 14 

助成金収入 11,040 

その他 85 

営業外収益合計 11,139 

営業外費用  

支払手数料 4,433 

租税公課 3,527 

為替差損 2,638 

営業外費用合計 10,600 

経常損失（△） △287,533 

税引前四半期純損失（△） △287,533 

法人税、住民税及び事業税 1,445 

法人税等合計 1,445 

四半期純損失（△） △288,978 
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【注記事項】 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

 当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

 

当第３四半期累計期間 

（自 2020年４月１日 

至 2020年12月31日） 

減価償却費 －千円 

 

（株主資本等関係） 

 当第３四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日） 

１．配当金支払額 

該当事項はありません。 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後とな

るもの 

該当事項はありません。 

３．株主資本の金額の著しい変動 

2020年６月29日開催の第20回定時株主総会の決議に基づき、2020年９月30日付で減資の効力が発生し、繰越利

益剰余金の欠損填補を行ったことにより、資本金が699,970千円、資本剰余金が671,280千円それぞれ減少し、利

益剰余金が1,371,250千円増加しております。 

2020年11月10日を払込期日とする第三者割当増資によるＢ種優先株式1,910,800株の発行及び2020年11月30日

を払込期日とする第三者割当増資によるＢ種優先株式329,200株の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞ

れ504,000千円増加しております。この結果、当第３四半期会計期間末において、資本金が604,000千円、資本準

備金が889,889千円となっております。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当第３四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日） 

当社の事業セグメントは、医薬品事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略し

ております。 
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（１株当たり情報） 

 １株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

当第３四半期累計期間 

（自 2020年４月１日 

至 2020年12月31日） 

１株当たり四半期純損失（△） △44円15銭 

（算定上の基礎）  

四半期純損失（△）（千円） △288,978 

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る四半期純損失（△）（千円） △288,978 

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数（株） 6,546,022 

（うち普通株式） （2,561,100） 

（うちＡ種優先株式） （3,585,300） 

（うちＢ種優先株式） （399,622） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算

定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったもの

の概要 

新株予約権５種類（新株予約権の数 普通株式

838,600株）。なお、新株予約権の概要は、「第３ 

提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株

予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

（注） １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの当社株式は非上場であるた

め、期中平均株価が把握できませんので、また、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

 

（重要な後発事象） 

１．優先株式と普通株式の交換及び自己株式（優先株式）の消却 

2021年３月10日付で、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として当該Ａ種優

先株式及びＢ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式の全てについて、2021年３月10日付で消却しております。なお、当社は、2021年３月

10日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。 

    （１）取得株式数 

        Ａ種優先株式 3,585,300 株 

        Ｂ種優先株式 2,240,000 株 

     （２）交換により交付した株式数 

        普通株式   5,825,300 株 

     （３）交付後の発行済株式総数 

        普通株式   8,386,400 株 

 

２．単元株制度 

2020 年 10 月 13 日開催の臨時株主総会決議により、同日付で単元株制度を廃止いたしましたが、2021 年３月

10 日開催の臨時株主総会決議により、2021 年３月 10 日付で１単元を 100 株とする単元株制度を採用しており

ます。単元株式数(売買単位)を 100 株に統一する事を目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた

行動計画」を考慮し、１単元を 100 株とする単元株制度を採用いたしました。 

 

２【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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